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ご家族の皆様 

 

 

新緑がまぶしく初夏の香が漂うころとなりました。ご家族の皆様におかれま

してはいかがお過ごしでしょうか。 

遠方のご家族様の帰省や、ご面会の自粛など多々ご不便とご迷惑をおかけし

ております。急用での帰省やご来所のご事情もあるかと存じますが、その際は

必ず事前にお声かけ下さい。 

今年の母の日は５月９日（日）でしたが、これからでも結構ですのでお電話

やお便りなどの対応とって頂けましたら大変喜ばれると思います。 

 

 

◎グループホームご利用のご家族様へ 

 去る４月２９日（木・祝）に、須佐診療センターにて、新型コロナワクチン

接種（一回目）を実施いたしました。ご利用者さん皆様、体調おかわりなくお

過ごしです。第二回目は５月２０日（木）の予定です。 

 

 

◎小規模多機能ホームご利用のご家族様へのご協力のお願い 

小規模多機能ホームでのご利用は、在宅（自宅での生活）が基本とされるた

め、受診介助はご家族様が対応され、多くのご利用者様にはそのようにして受

診されておりました。 

またご家族が遠方におられるご利用者様については、事実上受診対応が不可

能のため、ぬくもりがかかりつけ近隣の医院や益田市等の専門医療機関への受

診支援をさせて頂いておりました。 

この度、萩市当局から本年４月以降については以下のとおりの３点の指導が

ありました。 

①  各ご利用者の介護計画（ケアプラン）に、受診の必要性とともに通

常の生活圏内の「最寄りの医療機関」を明記した上でご家族対応が基

本となります。 

⇒これまで益田市内の医療機関をかかりつけ医とされていたご利用者

も、田万川・須佐地域の医療機関に転院して頂けましたら、小規模多

機能サービス内で受診介助にお連れすることができます。 

②  明記された受診機関以外（益田市の医療機関）への受診については

原則ご家族、公共交通機関、介護タクシー等での受診となります。ま

た「要支援」認定の方であれば有償ボランティア（たまらぼ）等ご利

用での受診も可能となります。 

③  独居等のご利用者で健康状態が不調等の方については①を基本に、

ぬくもりが通常サービスとして受診介助させて頂きます。 
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④  独居のご利用者や泊りご利用者の夜間帯において、緊急医療対応が

必要な場合はご家族様のご協力を頂きますとともに、ぬくもり職員等

が必要な対応させて頂くことになります。 

 

 

なお、④においてやむ負えざる費用負担が発生した場合については個別にご

相談させて頂くことになります。また、ご利用者の好み等によるかかりつけ医

療機関の指定は出来ないことになりますが、かかった費用を全て自己負担され

ればいずれの医療機関も選択可能ではあります。以上の問題につきまして、萩

市当局との調整に多大の時間を要したため、お知らせが遅くなりましたことに

お詫び申し上げます。 

 

ご不明の点がございましたらご遠慮なくお申し出下さいますようお願い申し

上げます。色々とお願いばかりで申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力

の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

令和３年５月１０日 

ぬくもり施設長 津守佳津子 

電話：08387-3-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 


